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事実関係調査

工程

貴社 RESUS

備考
従業員(相談者） 行為者

社内相談窓口

（コンプラ対策部門）
取締役会 苦情相談センター

相談

受付

調査

一次解決(軽度）

対策が必要な事案

処分の検討

弁明機会の提供

対策方針の決定

処分の執行

再発防止策

報告受領 

説明 

センターからのレポートは相談内

容のほか、「氏名（匿名希望は匿

名）」、「改善を希望する（しな

い）」を記載したものとなります。 
 

苦情・相談 相談受付 

レポート報告 

事実関係調査 

（ヒアリング） 

誤解であると判

断した場合 

報告受領 解決報告 報告受領 

事実関係を確認した場

合 

対策協議 

事情聴取 
事情聴取 

(第三者含む） 
事情聴取 

懲戒処分の検討 
第三者意見の

提供 

諮問 
弁明の機会

提供 

改善措置・再発防止策の検討 

処分の実施 

改善措置の実施(周知） 

懲戒処分 

行為内容が悪質な場合は、弁明

書や経緯書など、文書の提出を行

為者に求めてください。 

窓口利用料

の発生 

相談者フォ

ローの実施 
理解の向上 

●改善措置等の例 

①規則類の見直し 

②行為者に対する矯正プログラム 

③ハラスメント防止研修 

④周知・啓発ポスター等の掲示 

⑤従業員アンケートの実施 

など、具体的な再発防止策を実施 
 

処分に至った経緯・程度・検証の

事実・外部第三者意見など、行為

者に対する処分の納得感を高める

ために相談者フォローを実施しま

す。 

労働者は行為に対して過度な処分

（例えば即時解雇）を期待しますが、

現実は懲戒処分にも限界がありま

す。被害が深刻な場合は誠意ある

対応を行うことがのちの紛争等対

策にも必要となります。 

降格・減給・昇給停止・解雇など、

本人の財産に直接影響を与える

懲戒を行う場合は弁護士または社

労士から第三者意見を聴取するこ

とが紛争対策に効果的です。 

相談者（被害者）と行為者（加害

者）双方の「承諾を得て」現場に居

合わせた関係者へのヒアリングを

行ってください。 

矯正プログラ

ムの実施 

【適時実施】 

コンプライアンス研修 

（従業員・管理職） 


